
1. お客さまに対する価値提供について

変化の激しい時代の中で、個人・法人を問わず、お客さま
の資産の形成・運用や見直し、承継のニーズはますます複雑
化しており、信頼できる金融機関を求めるニーズは一層高
まっています。当グループは、個人・法人のお客さまのニーズ
を的確に把握し、幅広く専門性の高い商品・サービスを最
適な解決手段としてご提案するトータルソリューションの提
供を通じ、お客さまに最大の価値を提供する「ベストパート
ナー」でありたいと考えています。このため、本邦唯一の自主
独立の信託銀行グループとして、銀行・信託機能の融合によ
る総合力やグループ内の多彩な信託機能を効果的に活用す
べく、お客さま本位の徹底に努めるとともに、高度な利益相
反管理態勢を構築しています。

当グループは、常にお客さま満足の向上、お客さま本位の
徹底に取り組むとともに、社会課題の解決に貢献していくこ
となどを通じ、お客さまや社会から信頼され、共に成長し続
けることを目指していくため、「消費者志向自主宣言」に基づ
く取り組みを進めています。2020年9月にその成果や改善内
容を「消費者志向自主宣言に基づく取組結果」として公表し
ました。

消費者志向自主宣言とは
消費者庁などが事業者に呼びかける、消費者志向経営（消費者全体の
視点に立ち、健全な市場の担い手として、消費者の信頼を獲得すると
ともに、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、社会的責任を自覚
して事業活動を行うこと）への取り組みに関する宣言。

2. お客さま本位の実践

当グループがお客さまの「ベストパートナー」として、お客
さまの真の利益に合致した商品・サービスを提供し、グルー
プの業務全般にわたり、お客さま本位を実践・徹底してい
くために、2016年9月に「三井住友トラスト・グループのフィ
デューシャリー・デューティーに関する取組方針」（以下、取
組方針）を策定・公表して以来、取組方針を必要に応じ改定
するとともに、さらなる取り組みの強化を行っています。当グ
ループでは、経営レベルから実務レベルまでの充実した組

織体制を整備し、不断に取り組みの高度化を図ります（利益
相反管理態勢の高度化についてはP.128ご参照）。
これらの取り組みの成果についてお客さまに分かりやす

くお伝えするために、「お客さまの『ベストパートナー』を目
指すための取り組み状況と成果指標（KPI）」を定期的に公表
しています（P.126ご参照）。これらの成果指標は、投資信託
の販売に関する金融機関に共通の指標である「共通KPI」を
含んでいます。

• グループ全体の利益相反管理、FD推進の状況を監督

• 重要な個別事案の検討
• 関係部署に対する改善指導

• FDの浸透・徹底、CS向上を推進

• 利益相反管理の高度化

• 各社と協議、各社のFD取り組みに反映

三井住友信託銀行

グループ各社

利益相反管理高度化委員会

利益相反管理委員会

経営会議

担当部署

各社横断

取締役会

組織 取り組み

※ FD：フィデューシャリー・デューティー

コンプライアンス統括部

FD協議会

FD・CS企画推進部

三井住友トラスト・ホールディングス

■グループの推進・監督体制図
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優位性の源泉としてのお客さま本位の取り組み 【自らの行動】

お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献 【お客さま・社会からの評価】

当グループの持続的・安定的な成長【評価の表れ】

資産運用の高度化
■ コーポレートアクションのあった企業数と件数

お客さまの運用におけるリターンの向上

お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供

■ 実現損益を含む、投資信託の運用損益別お客さま比率

三井住友トラスト・アセットマネジメントは、責任ある機関投資家と
して、中長期的な企業価値向上を目的としたエンゲージメント活動
や議決権行使などのスチュワードシップ活動を通じてお客さまの中
長期的な投資リターンの拡大を図っています。コーポレートアクショ
ン数はエンゲージメント活動が受け入れられたことを示します。

三井住友信託銀行は運用商品のご提案において、ライフイベントを
踏まえたお客さまのご意向や市場環境の変化に応じてきめ細かく
フォローアップする取り組みを通じて、実現損益を含むお客さまの
リターン向上に取り組んでいます。

三井住友信託銀行は「R&I顧客本位の投信販売会社評価」で「S+」評価を取得
本評価は、銀行、証券会社などが、いかに投資信託の販売において「顧客本位の業務運営」を行っているか、その取り組み
方針や取り組み状況を、R&Iが中立的な第三者の立場から評価したものです。三井住友トラスト・グループでは、引き続き、
お客さま本位の取り組みを実践し、浸透・定着させていくことで、お客さまから信頼され、末永くお取り引きいただける、お
客さまの「ベストパートナー」を目指していきます。

※ 「R&I顧客本位の投信販売会社評価」（以下、「本評価」）は、投信販売業務を行う販売会社の「顧客本位の業務運営」の取り組みに関するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。R&I
が本評価を行うに際して用いた情報は、R&Iがその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&Iは、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありませ
ん。また、その正確性および完全性につきR&I等が保証するものではなく、特定商品の購入、売却、保有を推奨、または将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本評価に関す
る著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

三井住友信託銀行ではお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、
投資信託、投資一任運用商品、保険商品と、質の高い商品・サービスを
幅広く取り揃えており、多くのお客さまに選ばれています。

3. お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取り組み状況と成果指標（KPI）

当グループは、お客さまの「ベストパートナー」を目指す取り組みの状況をご確認いただくための指標を、定期的に公表する
とともに、活動の推進・拡充などにあわせ随時見直しています。

お客さまから信頼され、安心してご相談いただけるよう、高い専門性をもつ人材の育成に取り組んでいます。

総合的ご提案による
投資信託・ 
投資一任運用商品・ 
保険の残高の伸長

相続・遺言・遺産整理等のお手伝い 【財務コンサルタント数】資産形成のお手伝い 【FP関連資格保有者数】

※ FP技能士（1級、2級）、CFP、AFP、
金融渉外技能審査（1級、2級）を保
有する三井住友信託銀行のコース
社員数を示しています。

※ 三井住友信託銀行は「相続・遺言・
遺産整理等」の社内専門家である
財務コンサルタントを全店舗に配
置しています。
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4. お客さまの「ベストパートナー」を目指す企業風土を形成するために

三井住友信託銀行では、営業店部に「FD・CS委員会」を設置し、お客さまの声に基づく改善活動、お客さまアンケートから
判明した課題への改善活動、各種研修やディスカッションなどを通じて、社員一人一人がお客さま満足向上とお客さま本位の
サービス提供に取り組んでいます。

FD・CS委員会体制の設置
FDの高度化とCS向上を実現するため各営業店部にて

「FD・CS委員会」を設置し、各営業店部の特性に応じてさ
まざまな活動を積極的に展開しています。

お客さまアンケートの活用
法人のお客さま、個人のお客さま共に、アンケートを実施

し、サービス品質の管理、向上に役立てています。アンケート
結果から三井住友信託銀行の課題を抽出し、課題改善への
活動を施策に反映させる取り組みを展開しています。

各営業店部FD・CS委員会および
事業統括部にて進捗チェック

※ 個人トータルソリューション事業のFD・CS委員会の事例

FD・CS委員会体制の事例 事業のアンケート活用フローの事例

事業統括部によるアンケート調査

事業統括部にてアンケート結果分析

各営業店部にて、店部環境を踏まえた課題の要因分析・改善項目検討

各営業店部にてアクションプラン策定

次回アンケートにて改善結果確認

事業統括部にて
アンケート結果からみられる

事業の課題の要因分析・改善項目検討

各営業店部にて
店部環境をマクロ分析

FD・CS責任者＝店部長

FD・CSリーダー＝店部担当者

FD・CS委員会 = 店部長、FD・CSリーダー、全課室1名以上
ディスカッションを通じて取り組み事項を設定

FD・CS活動（取り組み事項）に店部全員で取り組み

事業統括部で活動チェックおよび活動評価

•  お客さま本位の取り組み・お客さま満足向上に関するディスカッション
•  お客さまの声に基づく改善活動
•  好事例共有、反省事例からの課題に基づく改善活動

5. お客さまの声をお客さま満足の向上につなげる仕組み

三井住友信託銀行では、①全国の営業店部やテレフォンセ
ンター、ウェブサイトに寄せられる「お客さまの声」など、年間
数十万件を超える貴重なご意見・ご要望を頂戴しています。
②それらのお客さまの声は分析システム「CSお客さまの声
ポータル」を活用して“見える化”し、“気付き”を得やすくする
ことで、お客さまの真のニーズにお応えしていけるよう、努め
ています。さらに、③お客さまからいただいたご意見・ご要望
は、営業店部および本部が連携して原因の調査・分析と問題
点の把握を行った上で必要に応じて改善策を検討し、より良
い商品・サービスの提供に努めています。

①
お客さまの
声の収集

③
改善策の
検討・実施

②
お客さまの
声の分析

三井住友信託銀行の
CS（お客さま満足）
推進サイクル
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6. 利益相反※管理について

当グループは、グループ各社およびその関係者による多様
なサービスの提供に伴い、お客さまの利益を不当に害する
ことのないよう、取締役会の承認を経て「利益相反管理方針
（概要）」を公表し、あらかじめ利益相反のおそれのある取
引を特定・類型化の上、適切に管理しています。
また、営業部門から独立したコンプライアンス統括部が、
利益相反管理統括部署として、グループ全体の利益相反管
理の有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会などに
定期的に報告することで、継続的に必要な改善・指導が実施
される態勢を整備しています。
さらに、利益相反管理態勢の実効性向上を図るため、取

締役会の諮問機関として外部メンバーを中心とした利益相
反管理委員会を設置し、当グループの利益相反管理態勢の
妥当性の検証を受けています。なお、同委員会の議事概要は
継続的に公表しています。
また、スチュワードシップ活動における利益相反管理体制
に関しては、利益相反管理委員会にグループの資産運用会
社の外部委員会の委員を構成員とするスチュワードシップ
部会を設置し、グループ全体のスチュワードシップ活動に関
する情報連携、監督機能の強化を図っています。
※  利益相反とは、当グループとお客さまとの間で利益が相反する状況、また当グループのお客
さま相互間で利益が相反する状況をいいます。

■ 利益相反管理体制※1

三井住友トラスト・ホールディングス

取締役会 利益相反管理委員会

三井住友信託銀行 その他の子会社等

経営会議 利益相反管理高度化委員会

コンプライアンス統括部
（利益相反管理統括部署）

FD・CS企画推進部

委員長 神田 秀樹※2

学習院大学大学院
法務研究科教授
東京大学名誉教授

委員 鈴木 武
国立大学法人
東海国立大学機構
非常勤理事

委員 細川 昭子
ベーカー&マッケンジー
法律事務所弁護士

委員 鈴木 康之
三井住友トラスト・
ホールディングス
執行役常務

利益相反管理委員会委員
諮問

予備討議

答申

お客さま本位の
業務運営推進

指導等報告等

指導等報告等

指導報告

※1 各経営機構および主要部署の役割・責任はP.125ご参照
※2 三井住友信託銀行社外取締役

■ スチュワードシップ活動における利益相反管理体制について

監督

×

三井住友トラスト・アセットマネジメント

取締役会
諮問・答申 フィデューシャリー・デューティー

諮問委員会

スチュワードシップ活動諮問委員会
諮問・答申スチュワードシップ

推進部 担当役員

スチュワードシップ推進部 運用各部

利益相反管理・モニタリング

三井住友トラスト・ホールディングス

取締役会
諮問・答申

利益相反管理委員会

経営会議

取締役会

経営会議

予備討議
利益相反管理高度化委員会

協議・高度化
協議・高度化

化
度
高・
議
協

グループ各社

三井住友信託銀行

利益相反管理高度化委員会

法人営業部門

人事異動制限、情報伝達・接触の制限

予備討議

ミドル部署

フィデューシャリー・デューティー協議会（各社横断）

7. 顧客保護等管理

（1）基本的な取り組み方針
当グループは、顧客保護等を経営上の最重要課題の一つ

と位置付け、グループ各社の業務特性に応じた適切な顧客
保護等管理態勢を整備するため、「顧客の最善の利益のため
の行動指針」において当グループの顧客保護および利便性
の向上に向けた基本方針を定めています。グループ各社にお

いては、当該基本方針に基づき、顧客保護等管理の統括部お
よび機能に応じた管理部署を定めています。統括部署は、社
内規程類の整備、定期的な取締役会などへの報告など、顧客
保護等管理全般を統括します。管理部署は各機能に関する
態勢整備を行うほか、関係各部への指導、研修の充実などを
通じ、各機能の適切性および十分性の確保を図っています。

（2）顧客説明管理
当グループでは、金融商品・サービスの提供にあたり、お
客さまの理解と納得が得られるよう適切かつ十分な説明、
分かりやすい情報提供を行っています。具体的には金融商
品・サービスの提供に関する「勧誘方針」や「三井住友トラス
ト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取
組方針」に基づき、適合性の原則※・誠実公正義務の徹底や
お客さまへの適切な情報提供などを定めた顧客説明マニュ
アルの整備や研修の充実などの態勢を整備しています。
特に投資信託や生命保険などのリスク性のある金融商品
取引については、お客さまの理解が得られる説明が適切に
行われているかなどのモニタリングを行っており、必要に応
じて勧誘ルールの見直しを行うなど、お客さまの立場に立っ
た適正な金融商品の勧誘・販売を徹底するための取り組み

を行っています。
※ お客さまの知識、経験、財産の状況および取引を行う目的に照らして、不適当な勧誘を行っ
てはならないという規制

（3）顧客情報管理
当グループでは、お客さまの個人情報の保護に万全を期す

るための取り組み方針として個人情報保護宣言を定め、お客さ
まの情報を適切に管理する態勢を構築しています。当グループ
内でお客さまの情報を共同利用する場合には、個人情報保護
に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイド
ライン、その他関連法令等に従い適切に対応しています。
また、当グループでは、職務上知り得た個人データを含む
重要情報について守秘義務を負うことを全社員が明確に認
識するよう、守秘義務に関する確約書の提出を全社員から
受けています。
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お客さま本位の取り組み




